
魚津市訪問型サービスＡ実施要綱  

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、魚津市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平

成 28年魚津市告示第 22号。以下「総合事業実施要綱」という。）第３条第

２項第１号イに定める訪問型サービスＡの実施に関し、必要な事項を定め

るものとする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において使用する用語は、介護保険法（平成９年法律第

123号。以下「法」という。）、介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令

第 36号。以下「省令」という。）、指定居宅サービス等及び指定介護予防

サービス等に関する基準について（平成 11年９月 17日老企第 25号厚生省老

人保健福祉局企画課長通知。以下「居宅サービス等に関する基準」という。

）、総合事業実施要綱の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。  

（１）  従事者  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律（平成 26年法律第 83号。以下「改正

法」という。）第５条による改正前の法第８条の２第２項に規定する介

護福祉士その他政令で定める者（以下「訪問介護員等」という。）又は

市長が認めた研修受講修了者であって、訪問型サービスＡの提供にあた

るものをいう。  

（３）  指定事業者  市が法第 115条の 45の５の規定に基づき、魚津市介

護予防・生活支援サービス事業における指定事業者の指定等に関する要

綱（平成 28年魚津市告示第 23号）により訪問型サービスＡを適切に提供

できる事業所として指定した事業者をいう。  

（４）  地域包括支援センター等  法第 115条の 46に規定する地域包括支

援センター及び地域包括支援センターからの委託に基づいて介護予防ケ

アマネジメントを実施する居宅介護支援事業者をいう。  

（５）  指定訪問介護  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成 11年厚生省令第 37号。以下「指定居宅サービス等基

準」という。）第４条に規定する指定居宅サービスに該当する訪問介護

をいう。  

（６）  指定訪問介護事業者  指定居宅サービス等基準第５条第１項に規

定する指定訪問介護の事業を行う者をいう。  

（７）  旧指定介護予防訪問介護  介護保険法施行規則等の一部を改正す

る省令（平成 27年厚生労働省令第４号）第５条の規定による改正前の指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（



平成 18年厚生労働省令第 35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」

という。）第４条に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防

訪問介護をいう。  

（８）  旧指定介護予防訪問介護事業者  旧指定介護予防サービス等基準

第５条第１項に規定する指定介護予防訪問介護の事業を行う者をいう。  

（事業の目的 ) 

第３条  訪問型サービスＡは、居宅要支援被保険者等に対し、掃除、洗濯、

調理、買物その他日常生活における家事支援を行うことにより、居宅要支

援被保険者等の心身機能の維持回復を図り、もって居宅要支援被保険者等

の生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。  

（事業内容 ) 

第４条  訪問型サービスＡの事業の内容は、訪問介護におけるサービス行為

ごとの区分等について（平成 12年３月 17日老計第 10号厚生省老人保健福祉

局老人福祉計画課長通知）に規定するもののうち生活援助であって、適切

な介護予防ケアマネジメントに基づき、当該介護予防ケアマネジメントの

実施者が居宅要支援被保険者等にとって必要と認めるものとする。  

（利用回数及び利用時間）  

第５条  訪問型サービスＡの利用回数は、次の各号に掲げる回数を目安とし、

地域包括支援センター等の介護予防ケアマネジメントにより決定する。  

（１）  事業対象者又は要支援１の認定を受けている者は、週２回以内

とする。  

（２）  要支援２の認定を受けている者は、週３回以内とする。  

２  利用時間は、１回の利用につき 45分以内を目安とする。  

（訪問型サービスＡの費用の額）  

第６条  指定事業者により実施する訪問型サービスＡに要する費用（以下「

サービス事業費」という。）の額は、別表に定める単位数に厚生労働大臣

が定める一単位の単価（平成 24年厚生労働省告示第 94号）に定める魚津市

の地域区分における割合を乗じた額とする。  

２  前項のサービス事業費の算定に当たっては、指定介護予防サービスに要

する費用の額の算定に関する基準（平成 18年厚生労働省告示第 127号）及

び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴

う実施上の留意事項について（平成 18年３月 17日老計発 0317001・老振発

0317001・老老発 0317001厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名

通知）の例によるものとする。  

３  指定事業者以外の総合事業を実施する者により実施する訪問型サービス

Ａに要する費用の額は、市長が別に定める。  

 （従事者の員数）  



第７条  指定事業者が訪問型サービスＡを行う事業所（以下「サービス事業

所」という。）ごとに置くべき従業者の員数は、当該訪問型サービスＡを

適切に行うために必要と認められる数とする。  

２  指定事業者は、サービス事業所ごとに訪問型サービスＡを利用する居宅

要支援被保険者等（以下「利用者」という。）の数に応じ、１人以上の訪

問介護員等を訪問事業責任者としなければならない。  

３  訪問事業責任者は、指定事業者が指定訪問介護事業者又は旧指定介護予

防訪問介護事業者又は介護予防訪問介護相当サービス指定事業者の指定を

併せて受け、かつ、訪問型サービスＡの事業と指定訪問介護の事業又は旧

指定介護予防訪問介護又は介護予防訪問介護相当サービスの事業が同一の

事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定訪問介護又

は旧指定介護予防訪問介護又は介護予防訪問介護相当サービスの介護福祉

士等を充てることができる。ただし、指定訪問介護又は旧指定介護予防訪

問介護又は介護予防訪問介護相当サービスのサービス提供責任者の職にあ

る者を除く。  

４  訪問事業責任者は、利用者に対する訪問型サービスＡの提供に支障がな

い場合は、他の事業所等に従事することができる。  

５  市長は、指定事業者が指定訪問介護事業者又は旧指定介護予防訪問介護

事業者又は介護予防訪問介護相当サービス指定事業者の指定を併せて受け、

かつ、訪問型サービスＡの事業と指定訪問介護の事業又は旧指定介護予防

訪問介護の事業又は介護予防訪問介護相当サービスが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合は、指定居宅サービス等基準第５条第１項

から第４項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第５条第１項から第４

項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定

する基準を満たすものとすることができる。  

 （管理者）  

第８条  指定事業者は、サービス事業所ごとに管理者を置かなければならな

い。ただし、サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該サービス事

業所、他の事業所等のその他の職務に従事することができる。  

 （設備及び備品等）  

第９条  指定事業者は、サービス事業所に事業の運営を行うために必要な広

さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスＡの提供に必要な設

備又は備品等を備えなければならない。  

２  市長は、指定事業者が指定訪問介護事業者又は旧指定介護予防訪問介護

事業者又は介護予防訪問介護相当サービス指定事業者の指定を併せて受け、

かつ、訪問型サービスＡの事業と指定訪問介護又は旧指定介護予防訪問介

護又は介護予防訪問介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体



的に運営されている場合は、指定居宅サービス等基準第７条第１項又は旧

指定介護予防サービス等基準第７条第１項の設備に関する基準を満たすこ

とをもって、前項に規定する基準を満たすものとすることができる。  

 （内容及び手続の説明及び同意）  

第 10条  指定事業者は、訪問型サービスＡの提供の開始に際し、あらかじめ

訪問型サービスＡを利用しようとする者（以下「利用申込者」という。）

又はその家族に対し、第 27条に規定する運営規定に関する規定の概要、従

事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始につい

て利用申込者の同意を得なければならない。  

 （提供拒否の禁止）  

第 11条  指定事業者は、正当な理由なく訪問型サービスＡの提供を拒んでは

ならない。  

 （サービス提供困難時の対応）  

第 12条  指定事業者は、サービス事業所の通常の事業の実施地域（当該事業

所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案

し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスＡを提供することが困難

であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等へ

の連絡、適当な他の指定事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講

じなければならない。  

 （受給資格等の確認）  

第 13条  指定事業者は、訪問型サービスＡの提供を求められた場合は、その

者の提示する被保険者証により被保険者資格の有無及び要支援認定又は事

業対象者の認定（以下「認定等」という。）の有無及びそれらの有効期間

を確認するものとする。  

２  指定事業者は、前項の被保険者証に法第 115条の３第２項に規定する認

定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して訪

問型サービスＡを提供するように努めなければならない。  

 （要支援認定等の手続に係る援助）  

第 14条  指定事業者は、訪問型サービスＡの提供開始に際し、利用申込者の

受給資格を確認するものとし、受給資格がない場合は、当該利用申込者の

意思を踏まえて速やかに認定等がなされるよう必要な援助を行わなければ

ならない。  

２  指定事業者は、介護予防ケアマネジメント（これに相当するサービスを

含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認める

ときは、認定等の更新の手続が遅くとも当該利用者が受けている認定等の

有効期間が終了する 30日前にはなされるよう必要な援助を行わなければな



らない。  

 （心身の状況等の把握）  

第 15条  指定事業者は、訪問型サービスＡの提供に当たっては、利用者に係

る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利

用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。  

 （地域包括支援センター等との連携）  

第 16条  指定事業者は、訪問型サービスＡを提供するに当たっては、地域包

括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。  

２  指定事業者は、訪問型サービスＡの提供の終了に際しては、利用者又は

その家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括

支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めなければならない。  

（サービス事業費の支給を受けるための援助）  

第 17条  指定事業者は、訪問型サービスＡの提供の開始に際し、利用申込者

が省令第 83条の９各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又

はその家族に対し、介護予防ケアマネジメントを地域包括支援センター等

に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、サービス事業費の支給

を受けることができる旨の説明、地域包括支援センター等に関する情報の

提供その他のサービス事業費の支給を受けるために必要な援助を行わなけ

ればならない。  

 （事業サービス計画等に沿ったサービスの提供）  

第 18条  指定事業者は、省令第 140条の 62の５第１項第１号に規定する居宅

要支援被保険者等ごとに作成されている計画（以下「事業サービス計画」

という。）又は介護予防サービス計画（省令第 83条の９第１号ハに規定す

る計画を含む。）が作成されている場合には、当該計画に沿った訪問型サ

ービスＡを提供しなければならない。  

 （事業サービス計画等の変更の援助）  

第 19条  指定事業者は、利用者が事業サービス計画又は介護予防サービス計

画（以下「事業サービス計画等」という。）の変更を希望する場合は、当

該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行

わなければならない。  

 （個別計画の作成）  

第 20条  訪問事業責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ

て、訪問型サービスＡの目標、当該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別計画（以下単に「



個別計画」という。）を作成するものとする。  

 （身分を証する書類の携行）  

第 21条  指定事業者は、従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時

及び利用者又はその家族からの要求があったときは、これを提示すべき旨

を指導しなければならない。  

 （サービス提供の記録）  

第 22条  指定事業者は、訪問型サービスＡを提供した際には、当該訪問型サ

ービスＡの提供日及び内容、当該訪問型サービスＡについて総合事業実施

要綱第 17条の規定により利用者に代わって支払を受ける（以下「法定代理

受領」という。）サービス事業費の額その他必要な事項を利用者の事業サ

ービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければなら

ない。  

２  指定事業者は、訪問型サービスＡを提供した際は、提供した具体的なサ

ービスの内容等を記録するとともに、利用者から申出があった場合には、

文書の交付その他適切な方法によりその情報を利用者に対して提供しなけ

ればならない。  

 （利用料等の受領）  

第 23条  指定事業者は、総合事業実施要綱第 17条の規定による法定代理受領

サービスに該当する訪問型サービスＡを提供した際には、その利用者から

利用料の一部として、当該訪問型サービスＡに要する費用の額（法第 115

条の 45の３第２項に規定する厚生労働省令で定めるところにより市が算定

した費用の額をいう。以下同じ。）から当該指定事業者に支払われるサー

ビス事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。  

２  指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスＡを

提供した際は、その利用者から支払を受ける利用料の額と訪問型サービス

Ａに要する費用の額との間に不合理な差額が生じないようにしなければな

らない。  

３  指定事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通

常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスＡを行う場

合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。  

４  指定事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用につい

て説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  

 （同居家族に対するサービスの提供の禁止）  

第 24条  指定事業者は、従事者に当該訪問介護員等の同居の家族である利用

者に対する訪問型サービスＡの提供をさせてはならない。  

 （緊急時等の対応）  



第 25条  従事者は、現に訪問型サービスＡの提供を行っているときに利用者

に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡

を行う等の必要な措置を講じなければならない。  

 （管理者及びサービス提供責任者の責務）  

第 26条  サービス事業所の管理者は、当該サービス事業所の従事者及び業務

の管理を一元的に行わなければならない。  

２  サービス事業所の管理者は、当該サービス事業所の従事者にこの要綱の

規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。  

３  訪問事業責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。  

 （１）  訪問型サービスＡの利用の申込みに係る調整をすること。  

 （２）  利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握する

こと。  

 （３）  サービス担当者会議への出席等により、地域包括支援センター等

との連携を図ること。  

 （４）  従事者（訪問事業責任者を除く。以下この条において同じ。）に

対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の

状況についての情報を伝達すること。  

 （５）  従事者の業務の実施状況を把握すること。  

 （６）  従事者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。  

 （７）  従事者に対する研修、技術指導等を実施すること。  

 （８）  その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。  

 （運営規程）  

第 27条  指定事業者は、サービス事業所ごとに次の各号に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。  

 （１）  事業の目的及び運営の方針  

 （２）  従事者の職種、員数及び職務の内容  

 （３）  営業日及び営業時間  

 （４）  訪問型サービスＡの内容及び利用料その他の費用の額  

 （５）  通常の事業の実施地域  

 （６）  緊急時等における対応方法  

 （７）  その他運営に関する重要事項  

 （介護等の総合的な提供）  

第 28条  指定事業者は、訪問型サービスＡの事業の運営に当たっては、調理、

洗濯、掃除等の家事（以下この条において「家事等」という。）を常に総

合的に提供するものとし、家事等のうち特定の支援に偏することがあって

はならない。  

 （勤務体制の確保）  



第 29条  指定事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスＡを提供できる

ようサービス事業所ごとに従事者勤務の体制を定めておかなければならな

い。  

２  指定事業者は、サービス事業所ごとに当該サービス事業所の訪問介護員

等によって訪問型サービスＡを提供しなければならない。  

３  指定事業者は、従事者の資質の向上のためにその研修の機会を確保しな

ければならない。  

 （衛生管理等）  

第 30条  指定事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について必要な管

理を行わなければならない。  

２  指定事業者は、サービス事業所の設備及び備品等について衛生的な管理

に努めなければならない。  

 （掲示）  

第 31条  指定事業者は、サービス事業所の見やすい場所に第 27条に規定する

重要事項に関する規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択の資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。  

 （秘密保持等）  

第 32条  サービス事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。  

２  指定事業者は、当該サービス事業所の従事者であった者が、正当な理由

なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがない

よう必要な措置を講じなければならない。  

３  指定事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用

いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該

家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。  

 （広告）  

第 33条  指定事業者は、サービス事業所について広告する場合において、そ

の内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。  

 （地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止）  

第 34条  指定事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利

用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として

金品その他の財産上の利益を供与してはならない。  

（苦情処理）  

第 35条  指定事業者は、提供した訪問型サービスＡに係る利用者及び家族か

らの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口

を設置する等の必要な措置を講じなければならない。  

２  指定事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を



記録しなければならない。  

３  指定事業者は、提供した訪問型サービスＡに関し、市が行う文書その他

の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に

応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、

市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない。  

４  指定事業者は、市からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に

報告しなければならない。  

５  指定事業者は、提供した訪問型サービスＡに係る利用者からの苦情に関

して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）

第 45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が

行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言

を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければな

らない。  

６  指定事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合は、前

項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。  

 （地域との連携）  

第 36条  指定事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サー

ビスＡに関する利用者からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助

を行う事業その他市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。  

 （事故発生時の対応）  

第 37条  指定事業者は、利用者に対する訪問型サービスＡの提供により事故

が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支

援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。  

２  指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について

記録しなければならない。  

３  指定事業者は、利用者に対する訪問型サービスＡの提供により賠償すべ

き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。  

 （会計の区分）  

第 38条  指定事業者は、サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、訪

問型サービスＡの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければなら

ない。  

 （記録の整備）  

第 39条  指定事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。  

２  指定事業者は、利用者に対する訪問型サービスＡの提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならな



い。  

（１）  個別計画  

（２）  第 22条第２号に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録  

（３）  第 35条第２項に規定する苦情の内容等の記録  

（４）  第 37条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録  

 （訪問型サービスＡの廃止又は休止の届出に伴う便宜の提供）  

第 40条  指定事業者は、訪問型サービスＡの廃止又は休止の届出をしたとき

は、当該届出の日の前１月以内に当該訪問型サービスＡを受けていた者で

あって、当該訪問型サービスＡの廃止又は休止の日以後においても引き続

き当該訪問型サービスＡに相当するサービスの提供を希望する者に対し必

要なサービス等が継続的に提供されるよう地域包括支援センター等、他の

指定事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなけれ

ばならない。  

（訪問型サービスＡの基本的取扱方針）  

第 41条  訪問型サービスＡは、利用者の介護予防に資するようその目標を設

定し、計画的に行わなければならない。  

２  指定事業者は、自らその提供する訪問型サービスＡの質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。  

３  指定事業者は、訪問型サービスＡの提供に当たり、利用者ができる限り

要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当た

らなければならない。  

４  指定事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができる

方法によるサービスの提供に努めなければならない。  

５  指定事業者は、訪問型サービスＡの提供に当たり、利用者とのコミュニ

ケーションを十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業

に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。  

 （訪問型サービスＡの具体的取扱方針）  

第 42条  従事者の行う訪問型サービスＡの方針は、第３条に規定する事業の

目的及び前条に規定する基本的取扱方針に基づき、次に掲げるところによ

るものとする。  

（１）  訪問型サービスＡの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師

からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、

利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の

状況の的確な把握を行うものとする。  



（２）  訪問事業責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況

及び希望を踏まえて、訪問型サービスＡの目標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した

個別計画を作成するものとする。  

（３）  個別計画は、既に事業サービス計画等が作成されている場合は、

当該事業サービス計画等の内容に沿って作成しなければならない。  

（４）  訪問事業責任者は、個別計画の作成に当たっては、その内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければな

らない。  

（５）  訪問事業責任者は、個別計画を作成した際には、当該個別計画を

利用者に交付しなければならない。  

（６）  訪問型サービスＡの提供に当たっては、個別計画に基づき、利用

者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。  

（７）  訪問型サービスＡの提供に当たっては、懇切丁寧に行い、利用者

又はその家族に対してサービスの提供方法等について理解しやすいよう

に説明を行うものとする。  

（８）  訪問型サービスＡの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、

適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。  

（９）  訪問事業責任者は、個別計画に基づくサービスの提供の開始時か

ら、少なくとも１月に１回は、個別計画に係る利用者の状態、当該利用

者に対するサービスの提供状況について、当該サービスの提供に係る事

業サービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告するととも

に、当該個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまで

に、少なくとも１回は、当該個別計画の実施状況の把握（以下この条に

おいて「モニタリング」という。）を行うものとする。  

（ 10）  訪問事業責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当

該サービスの提供に係る事業サービス計画等を作成した地域包括支援セ

ンター等に報告しなければならない。  

（ 11）  訪問事業責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて

個別計画の変更を行うものとする。  

 （訪問型サービスＡの提供に当たっての留意点）  

第 43条  訪問型サービスＡの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高

める観点から次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。  

（１）  指定事業者は、サービスの提供に当たり、地域包括支援センター

等におけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問型サービスＡの

提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な

サービス提供に努めること。  



（２）  指定事業者は、自立支援の観点から利用者が可能な限り自ら家事

等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住

民等による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能

性についても考慮しなければならないこと。  

（準用）  

第 44条  第７条から第 43条（第 17条、第 23条第１項及び第２項を除く。）の

規定は、指定事業者以外の総合事業を実施する者により実施する訪問型サ

ービスＡについて準用する。この場合において、これらの規定中「指定事

業者」とあるのは「総合事業実施者」と読み替えるものとする。  

（委任 ) 

第 45条  この要綱に定めるもののほか、サービスの実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。  

附  則（平成 28年３月 22日魚津市告示第 25号）  

この告示は、公表の日から施行する。  

   附  則（平成 28年９月 29日魚津市告示第 25号）  

 この告示は、平成 28年 10月１日から施行する。  

   附  則（平成 29年３月 31日魚津市告示第 55号）  

 この告示は、平成 29年４月１日から施行する。  

   附  則（令和元年 10月 17日魚津市告示第 110号）  

 この告示は、公表の日から施行し、令和元年 10月１日から適用する。  

 



別表（第６条関係）  

算定項目名  区分  算定単位  単位数  

イ  訪問型サービ

スＡ費Ⅰ  

１月に 12回までの

サービス  

１回につき  201単位  

ロ  訪問型サービ

スＡ費Ⅱ  

１月に 13回を超え

るサービス  

１月につき  2,613単位  

ハ  初回加算  初回  １月につき  200単位  

ニ  介護職員処遇

改善加算  

（１）  介護職員

処遇改善加算（Ⅰ

）  

１月につき  所定単位×

137／ 1,000 

（２）  介護職員

処遇改善加算（Ⅱ

）  

１月につき  所定単位×

100／ 1,000 

（３）  介護職員

処遇改善加算（Ⅲ

）  

１月につき  所定単位×55

／ 1,000 

ホ  介護職員等特

定処遇改善加算  

（１）  介護職員

等特定処遇改善加

算（Ⅰ）  

１月につき  所定単位×63

／ 1,000 

（２）  介護職員

等特定処遇改善加

算（Ⅱ）  

１月につき  所定単位×42

／ 1,000 

備考  

１  イ及びロについて、事業所と同一の建物の利用者又はこれ以外の同一建

物の利用者 20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に 90／ 100を乗

じること。なお、建物の範囲については、平成 30年度介護報酬改定後の訪

問介護における取扱いに準ずること。  

２  イ及びロについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に 15／

100を乗じた単位を足すこと。  

３  イ及びロについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する

場合は、所定単位数に 10／ 100を乗じた単位を足すこと。  

４  イ及びロについて、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算

定する場合は、所定単位数に５／ 100を乗じた単位を足すこと。  

５  ニ及びホにおける所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合

計とすること。  

６  ホの算定に当たっては、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までの

いずれかを算定していることを要件とすること。また、（１）介護職員等

特定処遇改善加算（Ⅰ）の算定に当たっては、対象サービス事業所が、併

設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定

していることを要件とすること。なお、（１）介護職員等特定処遇改善加



算（Ⅰ）又は（２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）のいずれかの加算

を算定している場合においては、その一方の加算は算定しないこと。  

７  特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等

に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算及び介護職員

等特定処遇改善加算は、支給限度額の算定に含めないこと。  

    


